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研究成果の概要（和文）：法教育研究は、これまで「子ども」を対象とする研究であった。それは言い換えれ
ば、「教師」を対象とする研究ではなかった。本研究では、これまで日本では実施されてこなかった日本の教師
を対象とした教師教育プログラムの開発を目指した。同プログラムを開発するために、高校教師を対象とした量
的調査、質的調査を行った。量的調査では、法概念や法教育に対する意識等を調査した。質的調査では、量的調
査の結果を踏まえ、さらに具体的な授業の内容、方法、実施状況を調査した。また、平行してアメリカ調査を行
った。これら三つの調査方法の結果を受けて、高校教師向けの教師教育プログラムを開発した。

研究成果の概要（英文）：Law-Related Education research has so far focused on "children." In other 
words, it was not a study targeting "teachers". In this research, I aimed to develop a teacher 
education program for Japanese teachers, which has not been implemented in Japan. In order to 
develop this program, we conducted quantitative and qualitative research targeting high school 
teachers. In the quantitative survey, we investigated the awareness of legal concepts and 
law-related education. In the qualitative research, based on the results of the quantitative 
research, we investigated the contents, methods, and implementation of the classes. In parallel, I 
conducted a survey of implementation of law-related education in the United States. Based on the 
results of these three research methods, we developed a teacher education program of law-related 
education for high school teachers.

研究分野： 教科教育、社会科教育、法教育

キーワード： 法教育　教師教育　量的調査　質的調査　プログラム開発

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
以上の2点にまとめられる。一点目は、これまで管見の限り行われてこなかった、日本の「教師」を対象とした
法教育研究を実施できたこと。その内容は、高校教師を対象とした量的、質的調査等を踏まえ、日本の高校教師
が抱えている「課題」に即応した教師教育プログラムを開発できたこと。二点目は、一点目に包含されるが、量
的、質的調査を通して、日本の高校教師を対象とした法教育観、授業目標観等を明らかにできたことである。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 

 

１．研究開始当初の背景 

（1）研究的要請Ａ：法教育における「実態」を踏まえた研究の必要性 

 日本の法教育研究は、アメリカ合衆国の法関連教育を「下敷き」にしたカリキュラムや教材開

発研究が主流であった。日本の法教育研究は、日本に馴染みの無かった法教育の具体を明らかに

するために、多様なカリキュラムや教材を研究し、それを開発することが中心にならざるを得な

かった。他方、法教育を受ける子どもたちを対象とした研究はほとんど行われてこなかった。こ

のような研究が皆無であったのは、法教育研究を主導している日本の社会科教育研究者が、量

的・質的調査をベースにした研究をほとんど行ってこなかったこと（苦手としていること）にも

起因していると思われる。法教育においては、子供や教師の「実態」を踏まえた研究が必要だっ

た。 

（2）研究的要請Ｂ：法教育研究における教師教育研究の必要性 

 日本の法教育研究は、前述した内容を踏まえると「子どもに対する法教育研究」である。一方

で、法教育を行う「教師に対する法教育研究」はこの間、皆無であった。カリキュラムや教材開

発を行うだけでは、「絵に描いた餅」である。法教育を行う教師が何に「躓いている」のか、こ

れを明らかにして初めて、法教育は実のあるものになる。今こそ、法教育においては、教師教育

研究が必要だった。 

（3）社会的要請Ａ：新科目「公共」における法教育の位置づけと法教育の重点化 

 新学習指導要領高等学校公民科においては、新設科目として「公共」が必履修科目として位置

づけられた。中教審の資料（「高等学校学習指導要領における「公共（仮称）」の改訂の方向性

（案）」）によると、「公共」では、（1）ウに「公共的な空間における基本的原理」が位置づけら

れ、「個人の尊重」「自由・権利と責任・義務」「法の支配」等を学習することが想定されている。

これらの概念は、法教育に親和性のある概念であり、この中項目ウは法教育を実施することが想

定されている。また、「公共」では、冒頭の（1）で学んだ概念を（2）以降で活用することが求

められており、(2)の学習は、法教育の内容と「接続」することが求められている。従前、経済

（学）学習であった内容も、法教育との「接続」が求められていると解釈できる。今後は、「公

共」における法教育実践の検討が必要になると考えられた。 

（4）社会的要請Ｂ：若手教師の急増と教師教育プログラム開発の必要性 

 団塊の世代の教師の大量退職時代を迎えている。若手教師の急増と団塊の世代の教師が退職

することによって、「世代間の教育技術の継承」が困難な状況になってきている。仮に、教育技

術が未熟な若手教師が、先述したような「公共」を実践するとなると、どのような課題が出てく

るのか、現代の若手教師の「躓き」を明らかにする必要が出てくるし、また、現代の若手教師の

「躓き」を踏まえた教師教育プログラムを開発し、実践することで、法教育を行う教師教育を進

めることとなり、副次的に、「公共」を実践する力量形成にも貢献できる。喫緊の課題として、

法教育に関する教師教育プログラムを開発する必要があった。 

２．研究の目的 

以上のような「研究開始当初の背景」を踏まえ、法教育に関する教師教育プログラムを開発す

ることとした。その際、日本の教師に対する「法概念に対する意識」「法教育に関する意識」等

の「量的調査」や「質的調査」を受けたものとすることとした。また、アメリカ合衆国における

法教育教師教育プログラムが「先進的な内容」であることを前提に、それらのプログラムの内容・

方法も参考にすることとした。 



３．研究の方法 

以上の研究目的を達成するために、以下の手順で研究を進めることとした。 

（1）日本の社会科等教師を対象とした「量的調査」による「実態」把握 

 高等学校地歴科・公民科の教員を対象とした質問紙調査を開発する。その際、日本の社会科等

の教師が、法概念を教えるに当たって、どのような認識を持っているのか、例えば、憲法で示さ

れる概念について、「何が重要」で「何が重要でない」と考えているのか、当該人が、「何を教え

にくい」と考えているのか、「教えにくい法概念」について、具体的に、どのような授業を展開

しているのか等を明らかにする質問紙を開発する。また、質問紙を開発した後は、「予備調査」

を行い、「予備調査」の結果を踏まえ、十分妥当な調査になっているかを検証し、更に精度の高

い質問紙に作り上げていく。本調査は、各県の地歴科公民科社会科研究会の構成員を対象として

行う。なお、調査結果を分析し、日本の社会科等教師の法教育に関する「傾向」を明らかにする。 

(2)日本の社会科等教師の抽出調査（質的調査）と授業実践の傾向性の把握 

 量的調査を踏まえ、例えば、教員が「教えにくい法概念」と考えている項目について、取り出

し、調査対象とした各県に勤務する複数の社会科等教師を抽出し、各人に、その概念について、

どのような授業を構想し、実践するのか、なぜ、そのような授業を構成したのか、等を質的に調

査する。その結果を分析し、社会科教師がどのような授業開発を行い、概念の理解をどこまで行

えば十分妥当だと考えているのか、等を質的調査によって明らかにする。彼らの概念理解の妥当

性について検討し、「躓き」を明らかにし、教師教育プログラム開発に繋げていく。 

（3）アメリカ合衆国における法教育教師教育プログラムの把握 

 日本の法教育教師教育を「相対化」するため、「法教育先進国」であるアメリカ合衆国におけ

る法教育教師教育プログラムを分析する。そのため、(A)NCSS（全米社会科協議会）が発行して

いる「Social Education」等や、ABA（アメリカ法曹協会）公教育部門が刊行している「IN SIGHTS」、

法教育に関する教材開発団体による教師教育刊行物を収集し、その内容について分析を行う。ま

た、（B）ABA や CRF（憲法上の諸権利財団）等によるプログラムに実際に参加し、具体的にどの

ような内容なのか、そのプログラムに参加している教員からヒアリングを行い、そのプログラム

に参加する目的、その効果、その教員が具体的にどのような実践を普段行っているのか、等につ

いて、調査を行う。 

(4)法教育教師教育プログラムの開発 

以上の手順で行った研究を受け、法教育教師教育プログラムの開発を行う。領域としては、「憲

法分野」「『公共』で重視されている法概念分野」の両者を想定した。量的・質的調査を踏まえて

日本の社会科等教師が「何に躓いているのか」を踏まえて、その「誤解」を解くような教師教育

プログラムを開発する。なお、その効果を検証し、その結果を、最終報告会で明らかにする。 

４． 研究成果 

(1) 日本の社会科等教師を対象とした「量的調査」の結果の把握 

二度の予備調査を受けて、2021 年 9 月 10 日から同年 10 月 8 日にかけて、協力が得られた県

の地歴科公民科教育研究会に対して、研究会長等より、会員に対して調査依頼を出してもらい、

期間中にサイトにアクセスして回答することを求めた。最初にメールアドレスを入れることで

重複チェックを行った。調査依頼数は 2257件で、回答数は 416件である。調査項目は、以下の

内容である。 

① 基本的情報 性別，出生年，学歴，保有免許，職歴（勤務校の特徴を含む）， 科目の担当

状況，研究会等の参加状況  

② 教育に関する意識 ・得意不得意意識，教材の利用方法，憲法教育の経験の有無やその内



容，意識等 

調査の分析に当たっては、＜独立変数＞として「個人要因（操作可能性あり）」と「環境要因」

を置き、＜従属変数＞として「望ましい授業の実現度」を置き、それぞれの相関について見てい

くこととした。その結果、「環境要因」としては、「進学実績の良い学校にいることが有意な正の

関連」を示した。つまり、「進学実績の良い学校にいることで、望ましい法教育の授業が実現出

来ている」ということだ。他方で、「個人要因（操作可能性あり）」については、「憲法理解度の

自信度」のみに有意な正の関連が見られた。また、「授業準備の量（時間）や質（資料参考度）」

は望ましい法教育の「授業の実現度」と関連していないことも明らかになった。また、憲法概念

に関して「教えやすい」「教えにくい」ものについて問う項目に関わって、特に「教えにくい」

というものはなかった。法教育プログラム開発との関連で整理すると、学校教師自身の憲法理解

（自信度）の向上が必要になることが明らかになった。 

(2) 日本の社会科等教師の抽出調査（質的調査）と授業実践の傾向性の把握 

続けて、量的調査の協力者の内、追加調査に協力すると回答した教師のうち、「教師が抱く理

想的な授業」と「実際行えている授業」に関連がある／ない者を抽出し、「なぜ関連がある／な

いのか」の理由について追究することで、「法教育教師教育」としての課題を明らかにしようと

した。結果として 13 名に対してインタビュー調査を行った。研究グループの議論で、特に「教

師が抱く理想的な授業と実際の授業が合致している者」が注目されたので、そのお一人の調査に

概要をここでは取りあげたい。 

目指している授業：「法を疑ったりとか、権力を疑ったりという力をつけたいと思いながら授

業を行っている。ちょうど今年から公共になったので、今まで以上に意識が強まった。」「法律で

そうなっているから」という回答をする生徒が多い。決まっているからでとどまるのではなく 

なぜ法律で決まっているのかというところを考えることができるように頑張っている。」  

日頃の授業の形態：「新聞記事を一個選んできて、それについて発表するというのをやってい

る。記事書いて、考えを書いて記事の要約を 100 字でする。生徒が問題を作って黒板でこれが入

っていないとだめだよねという確認をする。」「大学院生時代に学んだ『教科書で教える』ことを

意識している。教科書で勉強したけれどもこれどうかな？」というプラスアルファの問を投げか

ける。」 

授業に対する考え方：「指導書を参考にはする。自分が読んだ本のところとかをがっつりする。

教科書を信頼している。」「教育学を大学院で学んだことによって、理論的な背景を学ぶことがで

きた。」 

当該教師は、法学部出身で、教育学系大学院を経ている者であるが、目指している授業目標に

ついて、高い理想を掲げ、それを実現する術を身につけることが肝要だと思われる。インタビュ

ー調査の結果からは、①法教育に関する本質論、目的論、内容論の周知が出来ていないので、そ

の周知を行う必要があるということが判明した。また、②「わかる授業・できる授業」といった

観点から授業を構想するといった観点を持ち合わせている教員が少ないということも明らかに

なった。①及び②に対する対応が必要であることも判明した。 

（3）アメリカ合衆国における法教育教師教育プログラムの把握 

コロナ禍の問題もあり、アメリカ合衆国の法教育教師教育プログラムには 1 回のみ参加した。

なお、本プログラムに参加した参加者へのインタビューも併せて行った。 

(4)法教育教師教育プログラムの開発 

以上の研究手順を踏まえ、法教育教師教育プログラムを開発した。1件目は、研究グループで

の議論で示された以下の内容を踏まえた研修プログラムである。 



○1.5 時間〜３時間程度で学べる研修であること。○法的論争がある程度存在しており、かつ、

教科書の内容と関連する内容であること。 ○社会において論争があり、参加者の理解が可能で

あるもの。○アクティブ・ラーニングの方法で実施し、かつ、新しい「内容」の理解を促すこと。

以上のような「条件」を持つ研修プログラムとして、以下の内容を提案した。 

1 時間目（1.5時間）：目標提示、「社会で問題となっている事象」の解説（社会問題提示）、一連

の裁判の流れの提示、論争で何が議論されているのかを確認する、生徒同士で議論した場合に、

「想定される模範解答例」をつくってみる。 

2 時間目（1.5時間）：「社会的論争学習」を構想するために、先述した教材をつくって、『想定さ

れる模範解答』にたどり着くための授業例を 15 分程度で構想する。グループワークを実施し、

想定される模範解答にたどり着くのか」を議論し、どのような資料が必要かを考える。グループ

発表、その上で、指導講師から「公共」の授業デザイン論を提示した後で、サイド、自分たちの

グループ発表に抜けがないかを確認する。最後に振り返りをする。 

期待される教育効果：論理的な思考によって、法学の解釈がおこなわれていることを理解し、 

法が唯一の回答をもつような思考ではないことを理解する。公共の授業をデザインする上で、ゴ

ールを明確にした上で、ブレーンストーミング的な「なんでもあり」の状態からの脱却を目指す。 

 以上のプログラムについては、大学生を相手に実践し、その効果を検証した。 

 2 件目は、「模擬憲法制定会議」を模擬的に行いながら、憲法の基本的な考え方を理解すると

ともに、授業の方法論を身につけることを目的とした法教育教師教育プログラムである。本制定

会議では、「A 王族」「B 企業経営者」「C 企業労働者」「D 公務員」「E 農民」「F 社会的弱

者」の立場から「憲法草案のポスター」づくりを行う。その際、「① 主権」「② 人権保障」「③ 

統治機構」「④ 政府の役割」に分けて、ポスターの内容の提案を行うものであり、同プログラ

ムについては、大学生を相手に実践し、その効果を検証した。 
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